
 

令和２年４月３０日 

 

 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 者 各位 

 児童館臨時休館に伴う放課後児童クラブ利用者  各位 

 

朝日町住民・子ども課    

 

あさひ野っ子放課後児童クラブの運営について 

 

 ４月２８日に、町の小中学校の臨時休業期間が再延長されました。 

また、町内においても新たに新型コロナウイルス感染症の患者が確認されたこともあり、

児童館につきましては、引き続き臨時休館の措置をとらせていただいております。 

 放課後児童クラブは、感染の予防に留意しながら引き続き運営してまいりますが、密

閉空間、密集場所、密接場面の３つの密を回避するためにも、児童の健康・安全を考慮

し、どうしても一人で過ごすことができないなどの理由がある場合以外、できるだけご

利用を控えていただきますようお願いいたします。 

これまでも、ご利用のみなさまには、再三にわたり、利用の自粛をお願いしてきたとこ

ろであり、大変心苦しいご案内となりますが、国内の健康被害を最小限に抑える上で引き

続き重要な時期ですので、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。どうしても利

用が必要なご家庭におかれましては、遠慮なく指導員にご相談ください。 

なお、今後の新型コロナウイルス感染症の罹患状況によっては、施設を閉館する場合も

あります。 

 

記 

 

【開所日時】   月曜日～土曜日  午前８時３０分から午後６時００分 

【利用にあたって留意事項】 

・どうしても家庭で過ごすことが困難な日に受入れを行います。 

・利用前日までに指導員に利用の有無をお知らせください。 

・欠席される場合は、指導員（℡080-8691-7086 または 83-3714）に連絡をお

願いします。 

 

ご不明な点は、遠慮なくご連絡ください。 

【お問い合わせ先】 

朝日町役場住民・子ども課   電話 83-1100（内線 157） 

あさひ野っ子放課後児童クラブ 電話 83-3714 

携帯 080-8691-7086 


